
平成２６年第１１回

教育委員会定例会議案

多賀城市教育委員会



平成２６年第１１回教育委員会定例会議事日程 

                 平成２６年１１月１９日（水） 

                 午後１時 開会 

多賀城市役所３階 第二委員会室  

日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ 議 事 

臨時代理事務  議会の議決を経るべき事件の議案作成に係

報告第 ９ 号  る意見について

臨時代理事務  多賀城市埋蔵文化財調査センター条例施行

報告第１０号  規則の一部を改正する規則について

議案第２３号 多賀城市指定文化財の指定解除について 

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 平成２６年第１０回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等

の状況は、次のとおりです。 

○教育総務課関係 

 １０月２３日、２４日の両日、「平成２６年度第２回東北都市教育長協議会役

員会」が山形市で開催され、教育長が出席しました。 

 １０月３０日、「平成２６年度仙台管内教育委員会協議会教育委員研修会」が亘

理町悠里館において開催され、浅野委員長が出席しました。 

 １０月３１日、「平成２６年第３回市議会臨時会」が開催されました。本日、

臨時代理事務報告をします、城南小学校校舎増築に係る「工事請負契約の締結に

ついて」の審議があり、原案のとおり可決されました。 

同日、「市議会東日本大震災調査特別委員会」が開催され、市立図書館の平面

プラン等の説明を行っています。後ほど生涯学習課長から、前回定例会で報告し

た内容に異動のあった点についてご説明します。 

 １１月１日、「平成２６年度市政功労者表彰式典」が文化センターで行われ、教

育文化功労として１４名が表彰を受けました 

 １１月９日、「平成２６年度多賀城市総合防災訓練」が行われました。教育委員

会関係では、市内小中学校の全児童生徒、教職員の参加による、災害発生時の初

期行動訓練、地域との連携による大規模災害時の避難所設営訓練、通信手段が途

絶えたとの想定による学校施設、社会教育施設の被災状況を把握する訓練等を実施

しました。 

○学校教育課関係 

市内小学校の就学時健診につきましては、１０月２４日に多賀城小学校、１１

月１２日に多賀城東小学校、１１月１７日に天真小学校で行われ、６校中５校で

終了しました。残る山王小学校は、１１月２８日に実施する予定です。来年度の

市内小学校の入学予定者数は、１１月１０日現在で５８２名となっています。

１１月６日、「塩竈地区就学指導委員会」が開催され、本市においては、在籍

児童１６名、来年度入学予定児童１４名について答申をいただきました。今後は、

保護者との面談を踏まえ、特別支援学級や支援学校への入級・入学等の手続きを

進めることとなります。

 １１月１３日、「友好都市の記念給食献立試食会」を天真小学校で実施し、市

長、学校教育課長等が出席して、太宰府市の「がめ煮」「ずいきおつけ」を試食

しました。

○生涯学習課関係 

１０月２３日、「第５６回全国社会教育研究大会」が徳島市のアスティとくし

まで開催され、社会教育委員を長年務めた原義夫さんが一般社団法人社会教育委

員連合より、社会教育功績賞を受賞されました。 

１０月２６日、「パワーアップジャパンスポーツフェスティバル」が市民プー

ルで実施され、トップアスリートの模範泳法の披露や交流会、記録会に４６５人
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が参加しました。

１１月１日から３日まで、音楽アウトリーチ気軽に聴ける「心の復興 癒しのオ

ペラ」が市内７か所で開催され、１４５人がクラッシック音楽に親しみました。

１１月３日、「多賀城市芸術文化協会第４２回文化祭」が文化センターで開催

され、展示や舞踊、楽器演奏を行いました。伝統文化子ども教室で学んだ子ども

達の発表もあり、９７４人の来場者がありました。

同日、「天童市との友好都市スポーツ交流大会」が総合体育館で開催され、バ

レーボール２チーム１４人、ゲートボール３チーム３１人がスポーツを通じて交

流しました。

１１月４日、「平成２６年度宮城県教育功績者表彰式」が宮城県庁で開催され、

本市子ども会育成連合会長を長年務めた功績により、鈴木邦彦さんが社会教育功

労賞を受賞されました。 

１１月５日と１２日、「絵本でヴォイスDEパフォーマンス講座」が市立図書館
で開かれ、３０人の参加者が読み聞かせの技術を学びました。

１１月７日、「２０１４年度 第４４回野間読書推進賞の授賞式」が東京都神

楽坂の日本出版クラブ会館において開催され、読書活動推進の功績が認められ、

前図書館協議会委員の成田和子さんが受賞されました。

１１月８日、「第１３回多賀城あぜみち駅伝大会」が第二中学校を会場に開催

され、３７９人が参加しました。

１１月９日、「第３３回市民音楽祭」が文化センターで開催され、１８団体の

８０１人が参加しました。

○文化財課関係 

１０月３０日、「平成２６年度多賀城跡調査研究委員会」が東北歴史博物館で

開催され、教育長、文化財課長等が出席しました。 

 １０月３０日から平成２７年１月２５日まで、第２５回企画展「災害の歴史と

救出された文化財」展を埋蔵文化財調査センター収蔵展示室で開催しています。 

 １１月１日、歌枕「壺碑」「興井」「末の松山」が国の名勝「おくのほそ道の

風景地」に指定されたことを記念して、文化センターで講演会を開催しました。

講師に早稲田大学名誉教授堀切実氏を迎え、２５０名の参加がありました。 

 １１月１日から３日まで、文化財保護強調週間における企画事業としてミニま

が玉づくり無料体験を多賀城史遊館で行い、３７名が参加しました。 

 １１月６日、７日、「全国史跡整備市町村協議会第３回役員会及び臨時大会」

が東京都で開催され、市長等が出席しました。大会終了後、文化財関係予算獲得

のため、関係省庁及び国会議員に陳情活動を行いました。 

 １１月８日、「山王遺跡千刈田地区の花の植栽」が行われ、文化財課長等が出

席しました。これは、平成２１年から地区住民による特別史跡維持管理業務の一

環として実施しているもので、１３７名が参加しました。 

平成２６年１１月１９日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 菊地 昭吾 
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臨時代理事務報告第９号

議会の議決を経るべき事件の議案作成に係る意見に

ついて

 このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく

意見を求められたが、平成２６年１０月２７日臨時代理により別

紙のとおり回答したので報告する。

平成２６年１１月１９日提出

多賀城市教育委員会

                   教育長 菊地 昭吾
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臨時代理事務報告題９号資料
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臨時代理事務報告第１０号

多賀城市埋蔵文化財調査センター条例施行規則の一部を改正する

規則について

このことについて、別紙のとおり改正したので報告する。

  平成２６年１１月１９日

多賀城市教育委員会

    教育長 菊地 昭吾
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多賀城市埋蔵文化財調査センター条例施行規則の一部を改正する

規則

 多賀城市埋蔵文化財調査センター条例施行規則（昭和６２年 多賀城市教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

 第１１条第１項第２号中「第２５２条の２」を「第２５２条の２の２」に改

める。

  附 則

この規則は、平成２６年１１月１日から施行する。
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多賀城市埋蔵文化財調査センター条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

新 旧

第１条～第１０条 略

 （特別観覧料の免除）

第１１条 条例第５条の規定により特別観

覧料の全部又は一部を免除することがで

きる場合は、次の各号に掲げる場合とし、

免除する割合は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

 (1)  略 

 (2) 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２の２の規定により設

置された協議会又は同法第２８４条の

規定により設置された組合から社会教

育施設（センターを含む。）を無料で利

用することができる証明書の交付を受

けている小学生又は中学生が観覧する

場合 １０割 

 (3)～(6) 略 

２・３ 略 

以下 略 

第１条～第１０条 略

 （特別観覧料の免除）

第１１条 条例第５条の規定により特別観

覧料の全部又は一部を免除することがで

きる場合は、次の各号に掲げる場合とし、

免除する割合は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

 (1)  略 

 (2) 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２  の規定により設

置された協議会又は同法第２８４条の

規定により設置された組合から社会教

育施設（センターを含む。）を無料で利

用することができる証明書の交付を受

けている小学生又は中学生が観覧する

場合 １０割 

 (3)～(6) 略 

２・３ 略 

以下 略
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議案第２３号 

   多賀城市指定文化財の指定の解除について 

 多賀城市文化財保護条例（昭和４７年多賀城市条例第１５号）第５条の規定

に基づき、下記の多賀城市指定文化財の指定を解除する。 

記 

種別 名  称 所 在 地 内   容 所 有 者 

名勝 沖の井(沖の石) 八幡二丁目285番 国指定名勝指定によ

る(平成26年10月6日）

多賀城市 

名勝 末の松山 八幡二丁目294番

地先 

国指定名勝指定によ

る(平成26年10月6日）

国（東北財

務局） 

平成２６年１１月１９日提出  

        多賀城市教育委員会 

         教育長 菊地 昭吾
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